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       補助金調書

補助金名 子育て世帯住替え助成金 担当課
（連絡先）

住宅都市局　住宅部　住宅計画課
（ＴＥＬ092-711-4279）

交　付　先 □　個人 子育て世帯住替え助成事業の申請者 区分 その他の補助金

交付先決定方法 　　□　公募
（公募の場合）

公募時期
令和２年４月1日～令和３年２月26日

（公募の場合）
応募要件

＜対象となる世帯＞
①子ども（18歳に達する日以降の 初の４月１日までの間にある者），または妊娠して
いる者がいる世帯
②福岡市内外の民間賃貸住宅から福岡市内の民間賃貸住宅または既存住宅に転居
すること
③転居前の住宅の直近６カ月間の家賃に未払いがないこと
④世帯の政令月収が259,000円以下であること
⑤転居前の居住地の市税等に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと
⑥生活保護を受給していないこと
⑦暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
⑧過去にこの助成金を受けていないこと

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成30 年度 経過年数 3 年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

子育てしやすい居住環境づくりの促進と，経済的な負担を緩和するとともに，既存住宅
の流通促進を図るため，子育て世帯が行う住替え費用の一部を助成する。

補助金の終期 令和２年 年度 延長回数 0 回

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　□　その他

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
助成対象となる経費の合計額（消費税を含む）の１／２（上限額15万円）
※家主等から立退き料が支払われている場合には，助成対象経費から立退き料
を差し引いた額の１／２で計算する。
※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には，切り捨てる。
※住替えにより同居・近居する世帯，又は多子世帯の場合それぞれ５万円を加算

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

22,156 28,725 ―

前年度補助事業
の主な実施概要

45,000

【申請件数】　   163件（事前申請のみ5件）
【不交付件数】　 5件（所得基準を超過 等）

補助金交付
による効果

転居費用の負担が困難なため，住替えができない子育て世帯に対し，，住替えに係る
初期費用や引越し費用を助成することにより，子育てしやすい居住環境への住み替え
を支援し，子育て環境の改善を図るとともに，既存住宅の流通促進につながる。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前々々年度

153 196

前年度 前々年度


